
備考

なし

骨粗鬆症検診の受診者

本人からの申込、一般財団法人青森県総合健診センターからの提供

記録範囲

記録情報の収集方法

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別の
手続等

なし

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含む

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

□法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）（上記ファイルの利用目的及び記録の
  範囲内であるマニュアル処理ファイル）

個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第1号

個人情報ファイル簿（単票）

市長

保健部青森市保健所健康づくり推進課
浪岡振興部健康福祉課

骨粗鬆症検診の結果を管理することにより、市民の健康状態を把握
し、個人の状況に応じた適切な指導を行うことで、市民の健康増進を
図るため。

個人情報ファイルの利用目的

骨粗鬆症検診ファイル個人情報ファイルの名称

実施機関の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

（所在地） 青森市佃2丁目19-13

政令第21条第7項に該当するファイル

（電算処理ファイル）

■有　□無

記録項目

（名称）　　保健部青森市保健所健康づくり推進課

記録情報の経常的提供先

1 西暦年度、2 住民コード、3 受診日、4 検診場所、5 受診時年齢、6
年度末年齢、7 基準日年齢、8 受診時国保区分、9 本人家族区分、
10 無料区分、11 検診区分、12 請求年月、13 浪岡区分、14 身長、15
体重、16 利き腕、17 骨密度、18 同年代平均値と比較％、19 同年代
平均骨密度SD、20 最大骨密度と比較％、21 最大骨密度SD、22 骨
密度判定、23 備考、24 がん番号、25 （精検）受診日、26 精検病院、
27 状況確認日、28 把握方法、29 把握先、30 骨密度判定（精検）、31
腰椎撮影有無、32 血液検査有無、33 他測定有無、34 測定方法、35
測定部位、36 指導放置、37 指導外来、38 指導入院、39 指導手術、
40 指導再検査、41 指導観察、42 指導その他、43 精検コメント、44
紹介先医療機関、45 備考


